
第３０回甲賀市農業委員会総会議事録 

 

 
１．開催日時  令和２年１月１０日（金） 午後２時００分から午後３時４５分 

 
２．開催場所  甲賀市役所 ３０１会議室 

 
３．在任委員数  １９名 

 
４．出席委員  １７名 

役職名 議席番号 氏  名 役職名 議席番号 氏  名 

会 長 １９ 北田 耕平 委員  ９ 高井 啓 

副会長(会長職務代理者) １８ 田畑 啓之助 委員 １１ 中川 講一 

委員  １ 小倉 剛 委員 １２ 伴  慎也 

委員  ２ 瀧井 和雄 委員 １３ 寺田 勝典 

委員  ３ 川村 克己 委員 １４ 林  廣美 

委員  ４ 西田 くみ子 委員 １５ 福永 甚藏 

委員  ５ 山下 年数 委員 １６ 林田 清光 

委員  ６ 葛原 準子 委員 １７ 服部 嘉子 

委員  ８ 森地 隆照 

 

５．欠席委員   ２名 

役職名 議席番号 氏  名 役職名 議席番号 氏  名 

委員  ７ 吉田 新太郎 委員  １０ 倉田 一良 

 

 
６．議  長  議席１９番 北田 耕平 会長 

 
７．議事録署名委員  議席 ８番 森地 隆照 委員 

        議席 ９番 高井 啓 委員 



８．総会日程 

１）開会 

 
２）市民憲章唱和 

 
３）会長挨拶 

 
４）議事録署名委員の指名 

 
５）議事 

  ○議案第１４６号  農地法第２条第１項に定める農地でないことの証明書交 

付申請審議について 

  ○議案第１４７号  農地法第３条第１項の規定による許可申請審議について 

    ○議案第１４８号  農地法第５条第１項の規定による許可申請審議について 

    ○議案第１４９号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農 

 用地利用集積計画の決定について 

○議案第１５０号  甲賀市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）に 

ついて 

  ○報告案件１    農地転用届出に係る専決処理報告について 

  ○報告案件２    農業経営改善計画認定申請に係る審査結果報告について 

   

６）報告及び協議事項 

  ○副会長報告事項 

○下限面積検討委員会報告事項 

  ○広報編集委員会報告事項 

  ○事務局報告事項 

 
７）閉会 

 

９．事務局出席者（３名） 

   事務局長   伊藤 勲 

   局長補佐   松井 章 

   局長補佐（農地係長） 田中 克司 
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１０．会議の概要 

 

事務局長  第３０回甲賀市農業委員会総会を開会 

 

全  員  【市民憲章唱和】 

 

事務局長  開会にあたり、北田会長がご挨拶を申しあげます。 

 

会  長 ・次期農業委員・農地利用最適化推進委員の推薦 

 ・農業委員会の委員等の綱紀粛正 

  

事務局長  ありがとうございました。 

 これより議事となりますので、総会会議規則第７条第１項の規定により、会長に

議事の進行をお願いいたします。 

 

議  長  総会会議規則第６条の規定による本日の欠席委員は、議席７番 吉田新太郎委

員、議席１０番 倉田一良委員の２名で、遅参、早退の届出はございません。よっ

て本総会の出席委員は１７名で、法定定足数である過半数に達しておりますので開

会を宣言いたします。 

 

  続きまして、総会会議規則第２１条第２項の規定による議事録署名委員２名を指

名させていただきます。議席順に、議席８番 森地隆照委員と、議席９番 高井啓

委員を指名いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長  それでは最初に、議案第１４６号「農地法第２条第１項に定める農地でないこと

の証明書交付申請審議について」を議題といたします。 

 まず、２条調書、整理番号５番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  議案第１４６号をご説明申しあげます。議案書は２ページからとなります。 

 今月の申請は１件で申請者の住所、氏名、証明する土地の所在、地目、面積等に

つきましては、議案書のとおりでございます。 

 整理番号５番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の１ページ、

２ページとなります。 

 申請理由について説明します。申請地は水利が悪いことから申請者の父が昭和３

０年頃から耕作されず、現在は周囲と一体的に山林化していることから、非農地と

しての証明を願い出られたものです。 

 申請内容を審査した結果、甲賀市農業委員会非農地証明事務取扱要領の証明基準

である「耕作放棄後２０年以上経過し、荒廃地と化しているもので、容易に農地へ

の復元も困難であり、農地として利用される可能性のないもの」に該当するため、

農地法第２条第１項に規定する農地には該当せず、証明要件を満たしていると考え

られます。以上でございます。 
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議  長  ありがとうございました。 

 整理番号５番につきましては、議席５番 山下委員から説明をお願いいたしま

す。 

 

担当農委  ５番、山下です。事務局の説明のありましたとおり、昭和３０年からずっと耕作

放棄地となっております。現地につきましては昨年の１２月８日に西田農業委員、

松原推進員、そして地元の農事改良組合長、申請者とで現地を確認いたしましたと

ころ全く山林化しておりまして、非農地としての証明が適当であると判断をいたし

ました。よろしくお願いします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号２４番 松原推進委員から補足説明がございましたらお願いいた

します。 

 

担当推委  ２４番、松原です。山下委員から説明のありましたとおりです。当地区に住んで

いる者としまして、この場所は昔から、水の便が非常に悪かった所です。自分もこ

の地に住まいしていて、ここに田地目があるのを全く知らず、完全に山林化されて

います。地形図を見ていただいても、田の形もありませんし、完全に山林化してお

ります。どうかご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。なおご質問される委員は議席番号とお

名前をお願いいたします。以後のご質問につきましても、同様にお願いいたしま

す。ご意見ございませんか。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号５番について採決

いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号５番につきましては、原案のとおり可決し、交付することに決

定いたします。 

  議案第１４６号については、以上であります。 

 

議  長  続きまして、議案第１４７号「農地法第３条第１項の規定による許可申請審議に

ついて」を議題といたします。 

 まず、３条調書、整理番号１７番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 
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事 務 局  議案第１４７号をご説明申しあげます。議案書は４ページからとなります。 

 今月の申請は１件で、譲受人・譲渡人の住所、氏名、土地の所在、面積等につき

ましては、議案書のとおりでございます。 

 整理番号１７番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の３ページ

から５ページとなります。 

 申請理由及び概要について説明いたします。譲渡人の親は農業を行っておらず、

申請地の維持管理は長年譲受人が行われておりました。譲渡人の親が亡くなり相続

されましたが、譲渡人は遠方にお住まいであり、土地を手放したいと考えられ、譲

受人に話をされましたところ、農地の所有権移転について合意され、申請を行われ

ました。譲受人は現在、土山町青土地先で水稲及び野菜を耕作されており、申請地

において、引き続き水稲及び野菜を栽培される予定であります。 

 申請内容を審査しました結果、譲受人は農地法第３条第２項の各号には該当しな

いため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号５番につきましては、議席１８番 田畑委員から説明をお願いいたしま

す。 

 

担当農委  １８番、田畑です。ただ今上程されております３条調書１７番につきまして、事

務局から詳しく説明されたとおりであります。私からも少々補足をさせていただき

ます。 

 譲渡人は実家に相続すべき弟がおられましたが、４５年程前に交通事故にて母親

とともに亡くなられました。以来父親が細々と耕作されておりましたが、高齢にて

十分なこともできず、親戚にあたる譲受人が耕作されております。実家の父親も２

０年程前に亡くなられ、譲渡人は東大阪市で住まいをされ、田畑の管理は不可能で

あり、常々処分されたい思いでありました。先程申しましたとおり、譲受人に購入

を依頼されたところ、譲受人は規模拡大を望んでおられ、交渉が成立したところで

す。今後は、今までどおり水稲、野菜を栽培されます。また地元の改良組合長も了

解されておられ、最適化推進委員と私も許可相当と判断いたしました。どうかよろ

しくご審議賜り、ご承認賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号１８番 頓宮推進委員が欠席ですので、事務局より担当委員の意

見書の朗読をお願いします。 

 

事 務 局  意見書を朗読します。 

 土山町青土地先の農地５筆は、譲受人が５０年以上に渡り譲渡人より耕作全般を

請け負ってきたもので、譲渡人は高齢また遠方でもあり、共に耕作できる状態では

なく、この機に売買によりこの先安定して耕作を続けてもらえることとなり、双

方、地域とも皆喜んでいるところでございますので、ご審議のほどよろしくお願い

します。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。 
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委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号１７番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号１７番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 

  議案第１４７号については、以上であります。 

 

議  長  続きまして、議案第１４８号「農地法第５条第１項の規定による許可申請審議に

ついて」を議題といたします。 

 最初に、５条調書、整理番号３９番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  議案第１４８号をご説明申しあげます。議案書は６ページからとなります。 

 今月の申請は９件で、譲受人、譲渡人の住所、氏名、転用する土地の所在・地

目・転用面積等につきましては、議案書のとおりでございます。 

整理番号３９番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の６ペー

ジ、７ページ、土地利用計画は８ページとなります。申請地は、市街化調整区域に

ある農地で、街区の面積に占める宅地の面積の割合が４０％を超えている区域内に

ある農地転用が可能な第３種農地であります。 

 転用理由及び概要について説明いたします。譲渡人は倉庫を必要とされたことか

ら昭和５０年ごろに新築されましたが不要となり、居住地に倉庫を設置するスペー

スのない譲受人の家庭用倉庫として利用されるため、農地転用の申請を行われまし

た。計画によりますと、現状と同様に家庭用の倉庫として利用されます。また、雨

水は、自然浸透により処理されますが、今回の転用による周辺農地への被害はない

ものと考えられます。農地転用に際し、地元関係者の同意については、既に得てお

られます。土地の売買に要する資金については、自己資金により賄われる予定で、

申請書には金融機関の残高証明書が添付されています。 

以上、農地法第５条第２項の規定に照らし、審査しましたところ、許可要件を満

たしていると判断いたしました。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号３９番につきましては、議席２番 瀧井委員から説明をお願いいたしま

す。 

 

担当農委  ２番、瀧井です。事務局より説明のありました整理番号３９番について説明をさ

せていただきます。 

 去る１２月１３日に区域担当の谷川農地利用最適化推進委員と事務局ならびに申

請人とともに現地を確認いたしました。申請地は譲受人の自宅から２０数メートル



 7

離れた真向いの宅内で、宅内そのものが狭いために昭和５０年に譲渡人により農地

を借りて倉庫として使用されていたものを今回取得するということです。前面には

舗装道路があり、後方には排水路もあります。またその周辺には大型の農業倉庫、

水田、畑等がありますが、周囲の農地との落差もなく、周辺農地への影響もないも

のと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号８番 谷川推進委員、補足説明がございましたらお願いいたしま

す。 

 

担当推委  ８番、谷川です。瀧井農業委員から説明のありましたとおりで、私からは別段補

足説明はございませんので、どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号３９について採決

いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号３９につきましては、原案のとおり可決し、許可することに決

定いたします。 

 

議  長  続きまして、整理番号４０番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号４０番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は整理番号３９番と

同様になります。申請地は、整理番号３９番の隣接地であり、第３種農地でありま

す。 

 申請理由及び概要について説明いたします。譲受人の自家用車が増えたことから

駐車スペースを必要とされましたが、居住地に空スペースがないことから譲渡人の

土地を売買により取得されるため、農地転用の申請を行われました。計画によりま

すと、現状のまま車１台分の駐車場とされます。雨水は、自然浸透により処理さ

れ、今回の転用による周辺への被害はないものと考えられます。農地転用に際し、

地元関係者の同意については、既に得ておられます。土地の売買に要する資金につ

いては、自己資金により賄われる予定で、申請書には金融機関の残高証明書が添付

されています。 

 以上、農地法第５条第２項の規定に照らし、審査しましたところ、許可要件を満

たしていると判断いたしました。以上でございます。 
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議  長  ありがとうございました。 

 整理番号４０番につきましては、議席２番 瀧井委員から説明をお願いいたしま

す。 

 

担当農委  ２番、瀧井です。先程の説明をさせていただいた隣接の農地でありますところか

ら、環境としてはほぼ変わりなく周辺への影響はないものと考えられますので、ご

審議のほどよろしくお願いします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号８番 谷川推進委員、補足説明がございましたらお願いいたしま

す。 

 

担当推委  ８番、谷川です。これに対しても別段補足説明はございませんので、どうぞよろ

しくお願い申しあげます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局の説明ならびに担当委員の説明いただきました件につきまして、

ご質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号４０番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号４０番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 

 

議  長  続きまして、整理番号４１番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号４１番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の９ペー

ジ、１０ページ、土地利用計画は１１ページとなります。申請地は、市街化調整区

域にある農地で、街区の面積に占める宅地の面積の割合が４０％を超えている区域

内にある農地転用が可能な第３種農地であります。 

 転用理由及び概要について説明いたします。申請地は令和元年１２月総会に整理

番号３４番で審議した場所の隣接地であり、譲受人は現在太陽光発電事業を拡大し

ており、今後も滋賀県内で事業拡大を目的に拠点となる資材置場を整備するため転

用申請されました。計画によりますと、申請地にアルミ架台、スクリュー杭、単管

など太陽光発電施設の資材を保管されます。雨水は自然浸透により処理されます

が、隣接地に農地がないため今回の転用による周辺農地への被害はないものと考え
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られます。農地転用に際し、地元関係者の同意については、既に得ておられます。

事業に要する資金については、自己資金により賄われる予定で、申請書には金融機

関の残高証明書が添付されています。 

 以上、農地法第５条第２項の規定に照らし、審査しましたところ、許可要件を満

たしていると判断いたしました。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号４１番につきましては、議席８番 森地委員から説明をお願いいたしま

す。 

 

担当農委  ８番、森地です。４１番の案件につきましては事務局からの説明のとおりでござ

いますが、私からも若干説明させていただきます。 

 この案件につきましては、１２月の総会に５条調書の３４番で許可をいただいた

太陽光発電の土地に宅地あるいは畑地にも両方隣接しておりまして、今回この場所

は譲渡によりまして申請者が取得され太陽光発電等に関する資材全般を資材置場と

して使用されるということでございます。現地を確認しましたところ、これといっ

た悪いところもございませんので許可相当と判断いたしました。どうか審議につき

ましてよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号１０番 奥村推進委員が欠席ですので、事務局より担当委員の意

見書の朗読をお願いします。 

 

事 務 局  意見書を朗読します。 

 今回の申請地は不耕作地であり、周辺農地も耕作されておらず農地利用最適化の

推進に問題もなく、地元改良組合長等の同意書も添付されており許可相当と判断さ

れます。皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局の説明ならびに担当委員の説明いただきました件につきまして、

ご質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号４１番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号４１番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 
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議  長  続きまして、整理番号４２番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号４２番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の１２ペー

ジ、１３ページ、土地利用計画は１４ページとなります。申請地は、市街化調整区

域にある農地で、農地の区域の規模がおおむね１０ヘクタール未満の区域内にある

第２種農地であります。第２種農地では申請地以外の土地を供することにより当該

申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場合は許可ができない

こととなっております。本申請において、申請地周辺は荒廃地であり、周囲に及ぼ

す影響がなく、水稲栽培を再開するには難しい土地であることから、当該申請はや

むを得ないと判断しました。 

 転用理由及び概要について説明いたします。譲受人は再生エネルギー事業を目的

に、太陽光発電施設の設置に適した土地を探しておられました。当該地は日当たり

が良く、不耕作地であり、譲渡人が高齢で土地の管理が困難であったことから適地

と判断され、太陽光発電施設に転用するため申請されました。計画によりますと、

造成工事を行い、南側に向け太陽光パネル１８６枚、パワーコンデショナー５台を

設置し、最大４９．５キロワットの発電が可能として打ち込み鋼管により設置され

ます。また、雨水は敷地南東の桝に集水し、河川に放流されることから、今回の転

用による周辺農地への被害はないものと考えられます。農地転用に際し、地元関係

者の同意については、既に得ておられます。事業に要する資金については、自己資

金により賄われる予定で、申請書には金融機関の残高証明書が添付されています。 

 以上、農地法第５条第２項の規定に照らし、審査しましたところ、許可要件を満

たしていると判断いたしました。以上でございます。 

 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号４２番につきましては、議席２番 瀧井委員から説明をお願いいたしま

す。 

 

担当農委  ２番、瀧井です。事務局より説明のありました整理番号４２番に対して説明をい

たしたいと思います。 

 去る１２月１２日に富川農地利用最適化推進委員と現地を確認いたしました。現

地はもう既に半分以上埋め立ててあり、隣接するため池や山林の裾野まで埋め立て

でありました。敷地内に谷水が流れ込むことの排水計画の疑問、また水田農地の位

置や元の現況が確認できないこと、また登記面積が１，５００平方メートルとなっ

ているにも関わらず申請農地は実面積８５９平方メートルであることの確認ができ

ないこと、埋め立てによる届出は実面積が１，０００平方メートル以内は必要ない

ということで、実面積の確認ができないことから不適の意見書を添付させていただ

いたところ、谷水の流れ込まない改良工事、改良計画、平成１２年３月１４日付の

筆界確認書、当時の現況図、境界確定書等を追加で添付されたことにより、現況状

態が図面上では確認できました。また申請農地は旧３０７号線沿いにあり、周りは

山林と思川に囲まれた不耕作農地で、思川を挟んで反対側には遊休農地が広がる地

域であります。土砂濁水の流出防止のために防草シートを張ったり、思川の手前で

空き地を設けて流出防止策を採ることの事業計画により、周辺農地への悪影響も考
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えにくいことから総合的に考え、本申請に対しては適正と思われますのでご審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号１１番 富川推進委員、補足説明がございましたらお願いいたし

ます。 

 

担当推委  １１番、富川です。事務局ならびに瀧井委員のご説明のとおりでございます。申

請地は山林と河川に隣接しているほか、一帯の農地が耕作放棄されている現況から

も周辺への影響はないと判断し、農地利用の最適化の推進にも支障はないと考えま

す。どうぞご審議よろしくお願いします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号４２番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号４２番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 

 

議  長  続きまして、整理番号４３番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号４３番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の１５ペー

ジ、１６ページ、土地利用計画は１７ページとなります。申請地は、市街化調整区

域にある農地で、農地の区域の規模がおおむね１０ヘクタール未満の区域内にある

第２種農地であります。第２種農地ですが、申請地周辺に農地はなく、申請地も自

然林が生える程度の荒廃地であり、周囲に及ぼす影響がない土地であることから当

該申請はやむを得ないと判断しました。 

 転用理由及び概要を説明いたします。譲受人は廃棄物処理事業等を営んでおり、

今年度第３工場を新設され、従業員の駐車場及び資材置場が手狭になったことから

農地転用の申請を提出されました。計画によりますと、土地を造成した後、従業員

の駐車場７台分と４立方メートルの廃棄物収集コンテナを設置されます。また、雨

水は自然浸透により処理されますが、隣接地に農地がないため今回の転用による周

辺農地への被害はないものと考えられます。農地転用に際し、地元関係者の同意に

ついては、既に得ておられます。事業に要する資金については、自己資金により賄

われる予定で、申請書には金融機関の残高証明書が添付されています。 
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 以上、農地法第５条第２項の規定に照らし、審査しましたところ、許可要件を満

たしていると判断いたしました。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号４３番につきましては、議席２番 瀧井委員から説明をお願いいたしま

す。 

 

担当農委  ２番、瀧井です。事務局より説明のありました整理番号４３番について説明させ

ていただきます。 

 去る１２月２日に区域担当の富川農地利用最適化推進委員とともに現地を確認し

ました。本申請地は松尾の工業団地付近に位置し、現地は遊休農地で山林化してい

る状況でありました。また工業団地へつながる道路沿いに、両隣には駐車場とまた

反対側にはテントハウスの建つ倉庫、用地として挟まれた山林の様な荒廃農地であ

りました。また近隣には水田農地が広がっておりまして、工業団地の雨水排水と舗

装道路によって隔たれており、周辺農地への影響は考えにくいものと思われますの

で、ご審議よろしくお願い申しあげます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号１１番 富川推進委員、補足説明がございましたらお願いいたし

ます。 

 

担当推委  １１番、富川です。こちらも事務局ならびに瀧井委員の説明のとおりでございま

す。当該農地は森林原野化が進んでいる他に、集団性に属しておらず周辺農地への

影響もないことから、農地利用最適化の推進には支障がないと考えます。ご審議よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号４３番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号４３番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 

 

議  長  続きまして、整理番号４４番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 
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事 務 局  整理番号４４番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の１８ペー

ジ、１９ページ、土地利用計画は２０ページとなります。申請地は、非線引都市計

画区域内にあり、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途区域内にある農地

で、農地転用が可能な第３種農地であります。 

 転用理由及び概要について説明いたします。譲受人は土木工事業を営んでおり、

新規工事に伴う資材置場の増設が必要となりました。譲受人は申請地から国道１号

を挟んだ対面の土地も資材置場として所有されており、一体的に使用できれば便利

であるため譲渡人に話をされ、合意されたため、農地転用の申請を提出されまし

た。計画によりますと、土地を整地し、型枠、足場等の資材や重機の仮置場として

利用されます。また、雨水は、自然浸透により処理されますが、今回の転用による

周辺農地への被害はないと考えられます。事業に要する資金については、自己資金

により賄われる予定で、申請書には譲受人の通帳の写しが添付されています。 

 以上、農地法第５条第２項の規定において農地法による許可の要件については許

可要件を満たしていると判断されます。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号４４番につきましては、議席１８番 田畑委員から説明をお願いいたし

ます。 

 

担当農委  １８番、田畑です。４４番につきまして事務局より説明をいただいたとおりでご

ざいます。私からも少々補足させていただきます。 

 この土地の元地権者は譲渡人の叔父であり、その叔父も奥様も亡くなられまし

た。また子どももなく、兄弟は譲渡人の母親のみであります。その母親も５年前に

亡くなられ、現在譲渡人が相続をされておられます。譲渡人は鉄鋼や鉄骨の加工及

び建設・建築をされており、この土地を管理することは非常に困難であるというこ

とでございます。このまま放置していると隣地にも迷惑がかかるのでどなたか管理

いただける方を探しておられたところ、土木建設業を経営されている譲渡人が資材

置場として利用したいと話をされ、話がまとまりました。地元の改良組合長も同意

され、最適化推進委員、また私も現状を見た限り、また説明を受けたところ、近隣

に影響を及ぼすこともありませんので許可相当と判断をさせていただきました。ど

うかよろしくご審議賜り、ご承認を賜りますようお願い申しあげます。以上です。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号１７番 綾戸推進委員が欠席ですので、事務局より担当委員の意

見書の朗読をお願いします。 

 

事 務 局  意見書を朗読します。 

 当案件地は昔から不耕作地で、今も年２～３回程度草刈りだけは行われていまし

た。今後の管理に苦慮していたところ、譲渡人の近くに住む譲受人が資材置場とし

て利用したい旨の知らせが入り、売買なされました。何ら問題もなく、許可相当と

考えられることを報告いたします。 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。 
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委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号４４番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号４４番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 

 

議  長  続きまして、整理番号４５番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号４５番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の２１ペー

ジ、２２ページ、土地利用計画は２３ページとなります。申請地は、非線引都市計

画区域内にある農地で、農地の区域の規模がおおむね１０ヘクタール未満の区域内

にある第２種農地であります。第２種農地ですが、申請地周辺は太陽光発電施設と

して許可された土地であり、譲渡人も耕作が難しいことから当該申請はやむを得な

いと判断しました。 

 転用理由及び概要について説明いたします。譲受人は再生エネルギー事業を目的

に、太陽光発電施設の設置に適した土地を探しておられました。当該地は日当たり

が良く、不耕作地であり、譲渡人の土地管理が困難であったことから適地と判断さ

れ、太陽光発電施設に転用するため申請されました。計画によりますと、造成工事

を行い、南側に向け太陽光パネル２３０枚、パワーコンデショナー１台を設置し、

最大４９．５キロワットの発電が可能として打ち込み鋼管により設置されます。ま

た、雨水は、自然浸透により処理されますが、今回の転用による周辺農地への被害

はないと考えられます。農地転用に際し、地元関係者の同意については、既に得て

おられます。事業に要する資金については、自己資金により賄われる予定で、申請

書には金融機関の残高証明書が添付されています。 

 以上、農地法第５条第２項の規定に照らし、審査しましたところ、許可要件を満

たしていると判断いたしました。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号４５番につきましては、議席７番 吉田委員が欠席ですので、事務局よ

り担当委員の意見書の朗読をお願いします。 

 

事 務 局  意見書を朗読します。 

 現地は令和元年１２月６日に現地確認をさせていただきました。特に両隣は太陽

光発電施設の許可をされており、周辺農地には影響はなく許可相当と思われますの

でご審議いただきますようよろしくお願い申しあげます。 
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議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号１９番 松下推進委員、補足説明がございましたらお願いいたし

ます。 

 

担当推委  １９番、松下です。申請地付近は過去２ヶ所太陽光施設として申請されており、

現在は太陽光設置の土地でございまして、その隣になります。私もその近くで耕作

をしており、長年その申請地は草が生えており、農地利用の最適化の推進にも支障

はないと考えます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号４５番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号４５番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 

 

議  長  続きまして、整理番号４６番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号４６番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の２４ペー

ジ、２５ページ、土地利用計画は２６ページとなります。申請地は、非線引都市計

画区域内にあり、住宅が連たんしている区域内の農地で、農地転用が可能な第３種

農地であります。 

 転用理由及び概要について説明いたします。譲受人は建設業を営んでおり、事業

拡大に伴い新たな資材置場を探しておられたところ、譲渡人から売買について話が

あったため、農地転用の申請を提出されました。計画によりますと、土地の造成を

行い、建築用の木材や鉄パイプ、工事残土等を置かれます。また、雨水は敷地南側

の側溝に放流して処理されることから、今回の転用による周辺農地への被害はない

と考えられます。事業に要する資金については、自己資金により賄われる予定で、

申請書には譲受人の通帳の写しが添付されています。 

 以上、農地法第５条第２項の規定において農地法による許可の要件については許

可要件を満たしていると判断されます。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号４６番につきましては、議席７番 吉田委員が欠席ですので、事務局よ

り担当委員の意見書の朗読をお願いします。 
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事 務 局  意見書を朗読します。 

 現地については、令和元年１２月９日に確認いたしました。前面は県道に面して

おり周辺農地には特に影響はないと判断させていただき、許可相当と思われますの

でご審議いただきますようお願い申しあげます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号２１番 中村推進委員、補足説明がございましたらお願いいたし

ます。 

 

担当推委  ２１番、中村です。この案件につきましても事務局からの説明のとおりですが、

私から言いますと譲受人の近所でもありますし、上の田も譲受人がされております

し、近隣についての被害もなく、また改良組合長及び地元の方にも許可をいただい

ていますので、問題ないと判断させていただきました。ご審議の方よろしくお願い

します。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号４６番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号４６番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 

 

議  長  続きまして、整理番号４７番について審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号４７番につきまして、ご説明申しあげます。申請地は参考図の２７ペー

ジ、２８ページ、土地利用計画は２９ページとなります。申請地は、市街化調整区

域内にあり、住宅が連たんしている区域内の農地で、農地転用が可能な第３種農地

であります。 

 転用理由及び概要について説明いたします。譲受人は再生エネルギー事業を目的

に、太陽光発電施設の設置に適した土地を探しておられました。当該地は日当たり

が良く、譲渡人の土地管理が困難であったことから適地と判断され、太陽光発電施

設に転用するため申請されました。計画によりますと、造成工事を行い、南側に向

け太陽光パネル１５４枚、パワーコンデショナー１台を設置し、最大３９．６キロ

ワットの発電が可能として打ち込み鋼管により設置されます。また、雨水は自然浸
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透により処理されますが、今回の転用による周辺農地への被害はないと考えられま

す。農地転用に際し、地元関係者の同意については、既に得ておられます。事業に

要する資金については、自己資金により賄われる予定で、申請書には金融機関の残

高証明書が添付されています。 

 以上、農地法第５条第２項の規定に照らし、審査しましたところ、許可要件を満

たしていると判断いたしました。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 整理番号４７番につきましては、議席５番 山下委員から説明をお願いいたしま

す。 

 

担当農委  ５番、山下です。事務局から説明のありましたように、譲渡人は以前からその土

地の管理に困っておられまして、良い利用方法がないか探しておられましたとこ

ろ、譲受人から話があり、申請がなされました。譲受人につきましても、近隣で太

陽光施設の実績がございますし、しっかりとその土地も管理されているようです。

また当該土地につきましても、河川、道路等に接しておりまして、付近の農地への

影響はないと判断をいたしました。１２月２日に確認をいたしまして特に問題ない

ということで判断をさせていただきました。よろしくお願いします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 続いて区域番号２２番 辻推進委員、補足説明がございましたらお願いいたしま

す。 

 

担当推委  ２２番、辻です。山下委員からの説明のとおりでございますが、申請地につきま

しては県道に隣接しておりますのと、本人が高齢になってきまして草刈等管理が困

難であることと、景観の観点においても農地利用の最適化の推進には問題がないも

のと判断しております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局ならびに担当委員よりご説明いただきました件につきまして、ご

質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、整理番号４７番について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、整理番号４７番につきましては、原案のとおり可決し、許可することに

決定いたします。 

 議案第１４８号については、以上であります。 
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議  長  続きまして、議案第１４９号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  議案第１４９号をご説明申しあげます。議案書は１０ページからとなります。 

 今月は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による決定は９件でござ

います。借り手、貸し手、利用権を設定する農用地の所在、面積、期間等につきま

しては、利用権設定等の明細のとおりでございます。１１ページから１２ページの

利用権等設定集積書総括をご覧ください。設定する利用権の種類について、賃貸借

権、使用貸借権の合計の貸し手は実人数９名、借り手は実人数６名、面積は１９，

３９４平方メートル、１．９ヘクタールとなります。 

 以上の計画の内容は、効率利用要件、農作業常時従事要件など農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局よりご説明いただきました件につきまして、ご質問等がございま

したら、お伺いいたします。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、議案第１４９号について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、議案第１４９号につきましては、原案のとおり可決し、本日付けをもっ

て、市へ決定する旨の通知をします。 

 議案第１４９号については、以上であります。 

 

議  長  続きまして、議案第１５０号「甲賀市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議

（案）について」を議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  議案第１５０号についてご説明申しあげます。 

 昨年１０月２つの市町において農業委員が農地法違反と収賄の疑いにより逮捕さ

れました。農業委員の農地法違反等に関する不祥事は本件を含め一昨年より４件と

なり、この間農林水産省より２回の綱紀粛正の通知が発出されたところです。一連

の不祥事は農業委員会及び農地制度に対する国民の信頼を大きく傷つけるものであ

り、その影響は計り知れません。 

 農業委員会は農業者の公的な代表機関として法令に則り、適正に制度を運用し、

農地利用の最適化を実現する責務を負っています。全ての農業委員、農地利用最適

化推進委員は、このことを改めて自覚して農業委員会業務に当たるとともに、組織

一丸となって再発防止に取り組み、信頼回復に努めなければなりません。これは令
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和元年度全国農業委員会会長代表者集会においての決議を受けまして農業委員会の

法令遵守の申し合わせ決議（案）について下記を説明させていただきます。 

 １．農業委員会が担っている責務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農地

制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制限、同第３３条

の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保すること。 

 ２．農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守

を徹底するための研修等を実施すること。 

 令和２年１月１０日、甲賀市農業委員会。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 ただ今、事務局よりご説明いただきました件につきまして、ご質問等がございま

したら、お伺いいたします。 

 

西田委員  ４番、西田です。この法令遵守の申し合わせ決議ですけれども、突然これが届い

て驚きましたが、いろいろな不祥事があったということで、これに対して申し合わ

せ決議をすることには賛成です。これに関連しまして、昨日一昨日と東京で女性農

業委員の登用促進研修会に参加したところ、この話が出まして、合わせてセクハ

ラ・パワハラの問題が出ました。このことは今度の会長会等に取り上げられると思

うのですが、女性委員に対するセクハラ・パワハラの問題を農林省に直接（具申）

された方がおられました。農林省の見解としては、各県またそれぞれの市の委員会

で対応するという話でした。甲賀市職員の方の中にも女性職員がたくさんおられま

すし、女性に限らずパワハラの問題もあると思いますが、甲賀市がどのように対応

されているかをお聞きしたいのが一点です。なぜ今ここでお聞きするのかと言う

と、推進委員の方がおられる間に、この話を聞いていただいた方が良いと思い発言

をさせてもらっています。私どもが勤めておりました時は、今なら大問題となるよ

うなセクハラ・パワハラが溢れておりまして、今なら訴訟だらけであっただろうと

思われるような中で仕事をしておりましたが、当時はそんなに自分も問題として意

識しておりませんでした。今現在も女性としてあまりうれしくない思いをすること

は多々ありますが、それがセクハラ・パワハラかと聞かれると、そこまで特にこの

委員会で感じたことはございません。ただ昨日の話の中で出ておりましたのが、各

委員を決めるときに「地域のことを知らないので女性はだめ」「男でないと無理」

などと言うのが既にセクハラだそうですので、ここにおられる方はそのようなこと

はないと思うのですが、今後そのようなご発言がないようにと思いまして今ここで

発言をさせていただきました。よろしくお願いします。 

 

議  長  ただ今の質問について、回答をお願いします。 

 

事 務 局  まず市職員についてですが、当然セクハラ・パワハラというのは業務上してはな

らないことを周知されております。特にこの２つにつきましては専門窓口があり本

人が通報し対応するシステムとなっております。農業委員の方等につきましては、

特にそのような事がないとおっしゃっておられましたし、私も特には該当するよう

な事例はないと感じております。申し合わせ決議も含めまして、今後もこのような

事があってはならないと思いますので、それも含めまして一度市の対応も考査させ

ていただきたいと思っております。以上です 
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議  長  よろしいですか。 

 

西田委員 はい。 

 

議  長  他にご意見はございませんか。 

 

委  員 【異議なしの声】 

 

議  長  ただ今、異議なしというお声をいただきましたので、議案第１５０号について採

決いたします。 

 賛成委員の挙手を求めます。 

 

委  員 【挙手全員】 

 

議  長  挙手全員でございます。 

 よって、議案第１５０号につきましては、原案のとおり可決します。 

 議案書の（案）を消してくださいますようお願いします。 

 議案第１５０号については、以上であります。 

 

議  長  続きまして、報告案件に入ります。 

 報告案件 1「農地転用届出に係る専決処理報告について」、事務局の報告を求め

ます。 

 

事 務 局  報告をいたします。お手元の調書は、１８ページからとなります。農地法第５条

の届出地は、参考図の３０ページから３２ページとなります。 

 今月の届出は３件で、譲受人・譲渡人の住所・氏名、転用する土地の所在・地

目・転用面積等につきましては、１８ページの調書のとおりでございます。届出内

容につきましては、介護施設が１件、一般住宅が２件であります。以上でございま

す。 

 

議  長  続きまして、報告案件２「農業経営改善計画認定申請に係る審査結果報告につい

て」、事務局の報告を求めます。 

 

事 務 局  報告をいたします。お手元の調書は、１９ページをご覧ください。農業経営改善

計画認定について、市農業振興課へ新規案件２件の申請がありました。 

 申請内容の詳細については調書のとおりです。農業委員会からは令和元年１１月

２１日付けで、会長名により適当とする審査結果を回答し、同月１１月２９日付け

で認定農業者として認定されました。なお、これにより市内の認定農業者は、１８

２経営体となっております。以上です。 

 

議  長  ありがとうございました。 

 報告案件は以上でありますが、ご質問等がございましたら、お伺いいたします。 

 

議  長  特にご質問等もございませんので、これで審議案件ならびに報告案件を終了いた

します。 
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 推進委員におかれましては、お忙しい中ご出席いただきありがとうございまし

た。 

 ここで一旦、休憩とします。再開は１５時２０分といたします。 

  

【休憩】 

 

議  長  それでは、会議を再開します。 

 これより報告事項に入ります。 

 最初に、報告事項１の「副会長報告事項」について、お願いいたします。 

 

副 会 長 ・委員農地パトロールの結果について 

 

議  長  続きまして、報告事項２の「下限面積検討委員会報告事項」について、伴委員長

よりお願いいたします。 

 

伴委員長 ・第２回下限面積検討委員会の結果について 

・第３回下限面積検討委員会の開催について 

 

議  長  続きまして、報告事項３の「広報編集委員会報告事項」について、山下委員長よ

りお願いいたします。 

 

山下委員長   ・第３回広報編集委員会の結果について 

 ・農業委員会だより第３０号の配付について 

 

議  長  続きまして、報告事項４の「事務局報告事項」について、お願いします。 

 

事 務 局 ・前回総会から次回総会までの「経過と予定」について 

・農地法第１８条第６項報告及び利用権設定満了報告について 

・第３回地域ブロック会議について 

・各パトロールの実施について 

 ・賃借料情報について 

・令和２年度作付目標について 

 

議  長  ありがとうございました。報告事項は以上です。 

 ここで皆様方より総会全体を通して、何かご意見・ご質問等がございましたら、

お伺いいたします。 

 

議  長  特にご質問等もございませんので、以上で本総会の議事は全て終了いたしまし

た。 

 ご審議いただきありがとうございました。 

 

事務局長  それでは閉会にあたり、田畑副会長がご挨拶を申しあげます。 

 

副 会 長    【閉会挨拶】 
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